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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦向き姿勢の被乱切り体(100)の下端をチャックするチャック手段(２)と、チャック手
段(２)を間歇的に回転駆動する回転駆動装置(75)と、チャック手段(２)を昇降駆動する昇
降駆動装置(７)と、チャック手段(２)の上方の定位置にて配備され該チャック手段にて縦
向きに支持された被乱切り体(100)の上部を挟む挟み手段(３)と、挟み手段(３)の上方に
該挟み手段に接近して定位置に配備され被乱切り体(100)の長手方向に対して傾いた面内
で移動して被乱切り体(100)をカットするカット刃(４)と、カット刃(４)をカット駆動す
るカット刃駆動装置(43)と、カット刃(４)のカット移行路の下方の定位置に配備され被乱
切り体(100)の外径を計測する外径計測手段(５)と、カット毎に外径計測手段(５)によっ
て、次にカットする被乱切り体(100)の部位近傍の外径を計測し、該計測データを用いて
順次チャック手段(２)の上昇量を制御する制御部(９)を有している、乱切り機。
【請求項２】
  制御部(９)は、外径計測手段(５)から得た被乱切り体(100)の下端部の外径、上端部の
外径及び被乱切り体(100)の長さの各データ及び、カット毎に外径計測手段(５)によって
得た被乱切り体(100)の次にカットする部位近傍の外径データから、前回のチャック手段(
２)の上昇量に対して設定比率上昇したときの被乱切り体(100)の外径を演算により推定し
、該推定した外径をベースに、カット毎のチャック手段(２)の上昇量を制御する、請求項
１に記載の乱切り機。
【請求項３】
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　カット刃(４)は平刃(41)又はＴ型刃(42)であり、Ｔ型刃(42)は切刃(40)がＴ字状を成す
ものである、請求項１又は２に記載の乱切り機。
【請求項４】
  カット刃(４)として、平刃(41)及びＴ型刃(42)を具え、Ｔ型刃(42)は切刃(40)がＴ字状
を成すものであり、被乱切り体(100)の全体形状に応じて、或いは被乱切り体(100)のカッ
トの進行に伴う乱切り部位の変化に応じて、平刃(41)とＴ型刃(42)を使い分けることがで
きる、請求項１又は２に記載の乱切り機。
【請求項５】
　Ｔ型刃(42)は、該Ｔ型刃のカット移動方向に直交する方向にも移動可能に配備され、制
御部(９)は、被乱切り体(100)の乱切り部位がカット回数の進行によって径小となる場合
は、Ｔ型刃(42)を被乱切り体(100)の軸芯に近づく様に制御し、被乱切り体(100)の乱切り
部位がカット回数の進行によって径大となる場合は、Ｔ字刃を被乱切り体(100)の軸芯か
ら遠ざかる様に制御する、請求項に３又は４に記載の乱切り機。
【請求項６】
  挟み手段(３)は、左右一対の開閉可能な挟み爪(31)(31a)から成り、外径計測手段(５)
は、該一対の挟み爪(31)(31a)が開き位置から被乱切り体(100)を挟むまでの移動量から被
乱切り体(100)の挟み部の部位の外径を算出するものである請求項１乃至５の何れかに記
載の乱切り機。
【請求項７】
　両挟み爪(31)(31a)は、先端にＶ字状凹部(33)を有し被乱切り体(100)の径小部を把持す
る主爪(32)(32)と、主爪(32)(32)の両側に突設され被乱切り体(100)の径大部を把持する
補助爪(34)(34)、(34a)(34a)を具え、両挟み爪(31)(31a)の主爪(32)(32)どうしは同一高
さ平面内に位置し、補助爪(34)(34)、(34a)(34a)どうしは接近したときに互いに干渉しな
い様に高さの異なる面内に位置している、請求項１乃至６の何れかに記載の乱切り機。
【請求項８】
　乱切り機はカバー体(10)で外装され、該カバー体のに被乱切り体(100)を投入するため
の縦長の投入口(12)が設けられ、該投入口には該投入口を塞ぐ第１ポジションと、投入口
(12)を開放すると共に前記待機状態のカット刃(４)の移行路を塞ぐ第２ポジションに切替
え可能に安全カバー(６)が配備されている、請求項１乃至７の何れかに記載の乱切り機。
【請求項９】
  チャック手段(２)は、昇降駆動装置(７)に連繋された昇降台(21)上に該昇降台に対して
回転可能に設けた回転台(22)と、該回転台上に立設され該回転台の回転中心の真上に被乱
切り体(100)の下端が被乱切り体(100)の縦向き姿勢を保つ様に嵌まる貫通孔(24)を設けた
芯出し部材(23)と、該回転台(22)上に該回転台の回転中心を挟んで対向配備した一対の爪
板(25)(25)と、該爪板に連繋され爪板(25)(25)間を開閉する爪板開閉装置(84)とによって
構成される、請求項１乃至８の何れかに記載の乱切り機。
【請求項１０】
  一対の爪板(25)(25)は、被乱切り体(100)を開放した状態では、互いに下部が接近する
様に傾斜しており、挟み爪開閉装置(84)は昇降台(21)上に設けられた上下動装置(８)に連
繋されたブラケット(85)に、前記一対の爪板(25)(25)の傾斜下部(25a)(25a)を個別に挟む
外周円弧状の４つのローラ(86)及び被乱切り体(100)の下先端部に突刺し可能な針(83)を
上向きに突設して形成されている、請求項９に記載の乱切り機。
【請求項１１】
　回転及び昇降可能なチャック手段(２)によって下端を支持した被乱切り体(100)を間欠
回転及び段階的に上昇させ、被乱切り体(100)の停止時に被乱切り体(100)の上部を挟み手
段(３)によって把持した状態で、乱切り体(100)の長手方向に対して傾いた面内を移動す
るカット刃(４)にて、被乱切り体(100)の挟み手段(３)より上部分をカットすることを繰
り返して、被乱切り体(100)を乱切りする方法であって、
　カット毎に外径計測手段(５)によって被乱切り体(100)の次にカットする部位近傍の外
径を計測し、該計測データを用いて順次チャック手段(２)の上昇量を制御する、乱切り方
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法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人参や牛蒡等の根菜類を乱切りする乱切り機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の乱切り機として、特許文献１を挙げることができる。該乱切り機は、定位置に
配備され大径側を下にした縦向き姿勢の人参の先細上端を掴むチャック手段と、該チャッ
ク手段を間欠的に回転駆動するチャック手段回転駆動装置と、チャック手段より下方にて
昇降可能に配備された刃物台と、刃物台上に斜め略４５°上向きにスライド可能に配備さ
れたカット刃と、刃物台上に配備されカット刃の直上で人参を挟持して人参の軸芯位置を
略一定にする一対の挟み爪とを具えている。
【０００３】
　上記乱切り機は、チャック手段によって垂下支持した人参を、その下端の大径側から上
端の先細へ乱切り可能に構成されており、人参にカット刃が食い込む際には、人参のカッ
ト部分の直上を前記挟み爪で把持する。１カット毎に、挟み爪が人参を開放し、チャック
手段が所定角度回転して人参を回転させる。同時に刃物台が必要量だけ上昇して、再び挟
み爪が人参を挟持する。この動作を繰り返して、人参を乱切りする。
【０００４】
　前記挟み爪は、挟み爪の挟持移動量から挟み部の外径を計測する外径計測手段を兼ねて
おり、人参の縦断面が略三角形であることを前提にして、人参の大径部と小径部の外径と
全長から、人参の軸芯を含む断面に近似した三角形を係数化して、カットする部分の全長
に対する高さ位置に応じて前記刃物台の段階的な上昇量が最初に設定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３２００００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１の乱切り機は、刃物台を間欠的に上昇させ、刃物台上でカット刃をスラ
イドさせて乱切りを行うため、カット毎にカット刃に作用する衝撃が刃物台の上下スライ
ド案内面に早期のガタ付きを来す。
　又、外径計測手段を兼用する挟み爪が、繰り返し往復スライド移動する刃物台上に搭載
されているから、挟み爪による挟持が不安定に成り勝ちで、且つ人参の外径計測の精度に
難をもたらす。
  又、チャック手段で人参の先細上端を掴んで垂下支持するため、人参の支持が不安定と
なり、この点でも乱切り片の重量の不揃いの原因となる。
　又、人参の断面形状を三角形として、刃物台の段階的な上昇量を最初に決定するから、
乱切りの進行の途上で、人参の形状が予定した三角形から大きく外れる場合、その部位近
傍の乱切り片の重量が不揃いとなる。
　又、カット刃は平刃であるから、人参の大径部分では、カット片の厚みは扁平となり、
乱切りとはほど遠い形状となる。
　本発明は、上記問題を解決できる乱切り機を明らかにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の乱切り機は、縦向き姿勢の被乱切り体(100)の下端をチャックするチャック
手段(２)と、チャック手段(２)を間歇的に回転駆動する回転駆動装置(75)と、チャック手
段(２)を昇降駆動する昇降駆動装置(７)と、チャック手段(２)の上方の定位置にて配備さ
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れ該チャック手段にて縦向きに支持された被乱切り体(100)の上部を挟む挟み手段(３)と
、挟み手段(３)の上方に該挟み手段に接近して定位置に配備され被乱切り体(100)の長手
方向に対して傾いた面内で移動して被乱切り体(100)をカットするカット刃(４)と、カッ
ト刃(４)をカット駆動するカット刃駆動装置(43)と、カット刃(４)のカット移行路の下方
の定位置に配備され被乱切り体(100)の外径を計測する外径計測手段(５)と、カット毎に
外径計測手段(５)によって、次にカットする被乱切り体(100)の部位近傍の外径を計測し
、該計測データを用いて順次チャック手段(２)の上昇量を制御する制御部(９)を有してい
る。
【０００８】
　請求項２は請求項１の乱切り機において、制御部(９)は、外径計測手段(５)から得た被
乱切り体(100)の下端部の外径、上端部の外径及び被乱切り体(100)の長さの各データ及び
、カット毎に外径計測手段(５)によって得た被乱切り体(100)の次にカットする部位近傍
の外径データから、前回のチャック手段(２)の上昇量に対して設定比率上昇したときの被
乱切り体(100)の外径を演算により推定し、該推定した外径をベースに、カット毎のチャ
ック手段(２)の上昇量を制御する。
【０００９】
　請求項３は、請求項１又は２に記載の乱切り機において、カット刃(４)は平刃(41)又は
Ｔ型刃(42)であり、Ｔ型刃(42)は切刃(40)がＴ字状を成すものである。
【００１０】
　請求項４は、請求項１又は２の乱切り機において、カット刃(４)として、平刃(41)及び
Ｔ型刃(42)を具え、Ｔ型刃(42)は切刃(40)がＴ字状を成すものであり、被乱切り体(100)
の全体形状に応じて、或いは被乱切り体(100)のカットの進行に伴う乱切り部位の変化に
応じて、平刃(41)とＴ型刃(42)を使い分けることができる。
【００１１】
　請求項５は、請求項に３又は４の乱切り機において、Ｔ型刃(42)は、該Ｔ型刃のカット
移動方向に直交する方向にも移動可能に配備され、制御部(９)は、被乱切り体(100)の乱
切り部位がカット回数の進行によって径小となる場合は、Ｔ型刃(42)を被乱切り体(100)
の軸芯に近づく様に制御し、被乱切り体(100)の乱切り部位がカット回数の進行によって
径大となる場合は、Ｔ字刃を被乱切り体(100)の軸芯から遠ざかる様に制御する。
【００１２】
  請求項６は、請求項１乃至５の何れかの乱切り機において、挟み手段(３)は、左右一対
の開閉可能な挟み爪(31)(31a)から成り、外径計測手段(５)は、該一対の挟み爪(31)(31a)
がリセット位置から被乱切り体(100)を挟むまでの移動量から被乱切り体(100)の挟み部の
部位の外径を算出するものである。
【００１３】
　請求項７は、請求項１乃至５の何れかの乱切り機において、両挟み爪(31)(31a)は、先
端にＶ字状凹部(33)を有し被乱切り体(100)の径小部を把持する主爪(32)(32)と、主爪(32
)(32)の両側に突設され被乱切り体(100)の径大部を把持する補助爪(34)(34)、(34a)(34a)
を具え、両挟み爪(31)(31a)の主爪(32)(32)どうしは同一高さ平面内に位置し、補助爪(34
)(34)、(34a)(34a)どうしは接近したときに互いに干渉しない様に高さの異なる面内に位
置している。
【００１４】
　請求項８は、請求項１乃至７の何れかに記載の乱切り機において、乱切り機はカバー体
(10)で外装され、該カバー体に被乱切り体(100)を投入するための縦長の投入口(12)が設
けられ、該投入口には該投入口を塞ぐ第１ポジションと、投入口(12)を開放すると共に前
記待機状態のカット刃(４)の移行路を塞ぐ第２ポジションに切替え可能に安全カバー(６)
が配備されている。
【００１５】
　請求項９は、請求項１乃至８の何れかに記載の乱切り機のチャック手段(２)は、昇降駆
動装置(７)に連繋された昇降台(21)上に該昇降台に対して回転可能に設けた回転台(22)と
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、該回転台上に立設され該回転台の回転中心の真上に被乱切り体(100)の下端が被乱切り
体(100)の縦向き姿勢を保つ様に嵌まる貫通孔(24)を設けた芯出し部材(23)と、該回転台(
22)上に該回転台の回転中心を挟んで対向配備した一対の爪板(25)(25)と、該爪板に連繋
され爪板(25)(25)間を開閉する爪板開閉装置(84)とによって構成される。
【００１６】
　請求項１０は、請求項９の乱切り機において、一対の爪板(25)(25)は、被乱切り体(100
)を開放した状態では、互いに下部が接近する様に傾斜しており、挟み爪開閉装置(84)は
昇降台(21)上に設けられ上下動装置(８)に連繋されたブラケット(85)に、前記一対の爪板
(25)(25)の傾斜下部(25a)(25a)を個別に挟む外周円弧状の４つのローラ(86)及び被乱切り
体(100)の下端部に突刺し可能な針(83)を上向きに突設して形成されている。
【００１７】
　請求項１１は、回転及び昇降可能なチャック手段(２)によって下端を支持した被乱切り
体(100)を間欠回転及び段階的に上昇させ、被乱切り体(100)の停止時に被乱切り体(100)
の上部を挟み手段(３)によって把持した状態で、乱切り体(100)の長手方向に対して傾い
た面内を移動するカット刃(４)にて、被乱切り体(100)の挟み手段(３)より上部分をカッ
トすることを繰り返して、被乱切り体(100)を乱切りする方法であって、
　カット毎に外径計測手段(５)によって被乱切り体(100)の次にカットする部位近傍の外
径を計測し、該計測データを用いて順次チャック手段(２)の上昇量を制御する。
【発明の効果】
【００１８】
  請求項１の乱切り機では、カット刃(４)は定位置でカット方向に往復動して、人参等の
根菜類である被乱切り体(100)(以下、代表して「人参(101)」とする)をカットする。前記
した特許文献１の乱切り機の様に、カット刃を搭載した刃物台を段階的に上昇変位させて
、変位位置でカット刃(４)をカット方向に往復動させるのではない。このため、カット毎
の衝撃によって刃物台の上下スライド案内面に早期にガタ付きが生じる問題を招来するこ
とはない。
【００１９】
　又、人参(101)の自重を、人参(101)の下端をチャック手段(２)で受けるので、前記特許
文献１の様に、人参(101)の上端をクランプして垂下支持する場合に較べて、人参(101)を
安定して支持できる。
  又、カット時に、人参(101)の上部を挟持する挟み手段(３)及び人参(101)の外径を計測
する外径計測手段(５)は、定位置に配備されているから、前記特許文献１の外径計測手段
や挟み爪の様に、往復スライドする刃物台上に搭載されている場合に較べて、人参(101)
の上部の支持を安定させることができ、外径計測の精度も高めることができる。
【００２０】
　被乱切り体(100)のカット毎に、人参(101)の高さ方向に次にカットする部分の近傍の外
径を外径計測手段(５)によって計測し、この計測データを用いて次のチャック手段(２)の
上昇量を制御するから、人参(101)の高さ方向の輪郭の変化に対応して、チャック手段(２
)の上昇量を制御するので、乱切り片の重量の誤差を可及的に小さくできる。
【００２１】
  請求項２の乱切り機の制御部(９)は、外径計測手段(５)から得た被乱切り体(100)の下
端部の外径、上端部の外径及び被乱切り体(100)の長さの各データ及び、カット毎に外径
計測手段(５)によって得た被乱切り体(100)の次にカットする部位近傍の外径データ及び
、前回のチャック手段(２)の上昇量に対して設定比率上昇したときの被乱切り体(100)の
外径を演算により推定し、該推定した外径をベースに、カット毎のチャック手段(２)の上
昇量を制御するから、乱切り片の重量の揃いを良好にできる。
【００２２】
　請求項３の乱切り機において、Ｔ型刃(42)を用いた場合は下記の効果がある。
　太い人参から乱切り片の設定重量を小さくして乱切りする場合、例えば２Lサイズの人
参を５～８ｇの重量に乱切りすると、カット片が扁平になり、イチョウ切り状になってし
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まう。これでは乱切りとは言えない。
　Ｔ型刃(42)を用いて、太い人参を小重量に乱切りする場合、乱切り片の目標重量の２倍
の重量となる様にＴ型刃(42)の横刃(40a)でカットし、同時に縦刃(40b)でそれを二つに切
り分けて目標重量とすることがカットできる。従って、人参をボリューム感のある形状に
カットできる。
  又、一回のカットで２個の乱切り片が得ることができ、生産性を２倍に出来る。
【００２３】
  人参(101)の様に一端の大径部に対して、他端が極端に細い場合、Ｔ型刃(42)だけで乱
切りすると、人参(101)の長さ方向の途中から人参(101)の上昇量が大きくなり過ぎて、横
刃(40a)でカットしたものを同時に縦刃(40b)でカットしても、乱切り形状とはなり難いこ
とになる。
【００２４】
　請求項４の乱切り機では、人参(101)の太い部分ではＴ型刃(42)で、細い部分では平刃(
41)で乱切りする様に、人参(101)の太さの変化に応じて、Ｔ型刃(42)と平刃(41)を使い分
けることにより、ボリューム感があり、重量揃いの良好な乱切りを実現できる。
【００２５】
　Ｔ型刃(42)を定位置でカット移動方向に移動させた場合、乱切りの進行と共に人参(101
)の外径が径小側或いは径大側に変化して、縦刃(40b)が人参の外面に対して接近し、或い
は遠ざかることになる。このため、乱切り片の目標重量の２倍の重量となる様にＴ型刃(4
2)の横刃(40a)でカットし、同時に縦刃(40b)でそれを二つに切り分けたとき、２つの切分
け片の重量に大きな差が生じ(図１５ｂと図１６ｂを参照)、乱切り片の重量が不揃いとな
る不都合が生じる。
【００２６】
　請求項５の乱切り機では、Ｔ型刃(42)をカット方向と直交する方向にも移動可能に配備
し、被乱切り体(100)の乱切り部位がカット回数の進行によって径小となる場合(図１５ａ
の状態から図１６ａの状態を示す)は、カット回数の進行に伴ってＴ型刃(42)を矢印Ｘ方
向移動する様に制御して被乱切り体(100)の軸芯に徐々に近づける。被乱切り体(100)の乱
切り部位がカット回数の進行によって径大となる場合は、Ｔ字刃を被乱切り体(100)の軸
芯から遠ざかる様にＹ方向に移動する様に制御すれば、上記問題を解決できる。
【００２７】
  請求項６の乱切り機は、挟み手段(３)が外径計測手段(５)を兼用しているから、乱切り
機の構成を簡素化できる。
【００２８】
　請求項７の乱切り機は、人参(101)の大径部は、両挟み爪(31)(31a)の補助爪(34)(34)(3
4a)(34a)で安定して挟持でき、小径部は主爪(32)(32)によって安定して挟持できる。
両挟み爪(31)(31a)が補助爪(34)(34)(34a)(34a)を含んで同一高さ面内を接近離間して、
挟み爪(31)(31a)を開閉するものであった場合、人参(101)の小径部を主爪(32)(32)で挟む
前に、補助爪(34)(34)、(34a)(34a)が衝突して主爪(32)(32)で人参(101)の小径部を把持
することができない。
  請求項７の乱切り機では、補助爪(34)(34)、(34a)(34a)は高さの異なる面内で開閉する
から互の補助爪(34)(34)、(34a)(34a)が衝突する問題は生じない。
【００２９】
　両挟み爪(31)(31a)が、主爪(32)(32)と補助爪(34)(34)(34a)(34a)を含んで、異なる高
さ平面を接近離間して開閉するものであった場合、主爪(32)(32)によって人参(101)の小
径部を把持したとき、縦向き姿勢の人参(101)は左右の主爪(32)(32)の内、高さの低い側
に傾き気味となり、外径計測手段(５)による外径計測が不正確になり、又、最悪の場合、
カット時に人参(101)が挟み爪(31)(31a)から外れてしまう場合がある。
　請求項７の乱切り機では、人参(101)の径小部から径大部まで確実な把持と芯出しが可
能になる。
【００３０】
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　請求項８の乱切り機は、安全カバー(６)を第１ポジションに切り替えると、人参(101)
をチャック手段(２)にセットするための投入口(12)が塞がれるから、乱切り機の稼働中に
誤って投入口(12)に手を挿入してしまう危険をなくすことができる。
  安全カバー(６)を第２ポジションに切り替えると、人参(101)を投入口(12)にセットす
る作業中に、誤動作等によりカット刃(４)が作動して大怪我をすることを防止できる。
【００３１】
　請求項９の乱切り機は、回転台(22)上の芯出し部材(23)の貫通孔(24)に人参(101)の下
端を嵌めて下端の芯出しをしてから、一対の爪板(25)(25)で人参の下端部をチャックする
から、人参(101)を正しい位置、正しい姿勢に保持できる。
【００３２】
　請求項１０の乱切り機は、昇降可能なブラケット(85)上の一対、２組のローラ(86)(86)
、(86)(86)でチャック手段(２)の一対の爪板(25)(25)の傾斜下部(25a)(25a)を挟み、ブラ
ケット(85)を昇降させることにより、メカ的に爪板(25)(25)を接近離間させて、人参(101
)のクランプと開放を行うから、メカニズムを簡素でき、又、動作の信頼性が高い。
  更に、ブラケット(85)上の上向きの針(83)で人参(101)の下端を突き刺すことができ、
人参(101)の下端位置を確実に固定できるから、人参(101)下部のクランプを一層確実に行
うことができる。
【００３３】
　請求項１１の乱切り方法の効果は、請求項２の効果で説明済みである。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】乱切り機のアウトラインの説明図である。
【図２】乱切り機の斜視図である。
【図３】蓋体を開いた乱切り機の斜視図である。
【図４】カバー体の正面側を開放した乱切り機の斜視図である。
【図５】外径計測手段を兼用する挟み手段の平面図である。
【図６】挟み爪を開いた状態の挟み手段の要部斜視図である。
【図７】挟み爪を閉じた状態の挟み手段の要部斜視図である。
【図８】チャック手段及びその昇降駆動装置の斜視図である。
【図９】チャック手段の斜視図である。
【図１０】両爪板の幅中央でカットしたチャック手段の断面を表した斜視図である。
【図１１】芯出し部材の幅中央(図１０とは直交する面)でカットしたチャック手段の断面
を表した斜視図である。
【図１２】安全カバー及びその駆動機構の斜視図である。
【図１３】平刃とＴ型刃、及びカット刃駆動装置の斜視図である。
【図１４】乱切り片の一例の斜視図である。
【図１５】ａ図は人参の大径部とＴ型刃の位置関係を示す説明図、ｂ図はその位置関係で
の人参のカット片を示している。
【図１６】ａ図は人参の小径部とＴ型刃の位置関係を示す説明図、ｂ図はその位置関係で
の人参のカット片を示している。
【実施例】
【００３５】
［アウトライン］
　図１は本発明の乱切り機のアウトラインを示している。
  被乱切り体(100)の代表である人参(101)の先細下端を一対の爪板(25)(25)からなる昇降
且つ回転可能なチャック手段(２)でクランプし、チャック手段(２)の停止のタイミングに
合わせて、人参(101)の径大上部を一対の挟み爪(31)(31a)からなる挟み手段(３)で把持し
て、人参(101)の芯出しを行ない、平刃(41)又はＴ型刃(42)によって、人参(101)の上端を
斜めにカットする。
  挟み手段(３)による人参(101)の把持を開放し、チャック手段(２)を所定の角度回転さ
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せつつ上昇させ、チャック手段(２)の停止のタイミングに合わせて、平刃(41)又はＴ型刃
(42)によって人参(101)の上端を斜めにカットする。
　上記動作を繰り返して、人参(101)を乱切りする。
【００３６】
  図２は乱切り機の斜視図を示し、図３は乱切り機のカバー体(10)の蓋体(14)を開いた状
態、図４は乱切り機のカバー体(10)の正面側を開放し、蓋体(14)を開いた状態を示してい
る。
　実施例の乱切り機は、図４に符号Ａ、Ｂ、Ｃで示す如く、同じ乱切り機能のメカニズム
を３基横並びに配備して、３本の人参(101)を同時に乱切り可能に構成されている。３基
のメカニズムは独立して稼動可能である。
　以下は、１基のメカニズムについて説明する。
【００３７】
［チャック手段(２)］
　図４に示す如く、チャック手段(２)は乱切り機のフレーム(１)上に昇降可能にチャック
手段(２)が配備されている。チャック手段(２)の昇降ストロークは、大サイズの人参(101
)の長さをクリヤーする。
  図８乃至図１１に示す如く、チャック手段(２)は、昇降台(21)上に該昇降台に対して回
転可能に設けた回転台(22)と、該回転台上に立設され人参(101)の軸芯を回転台(22)の回
転中心に略一致させるための芯出し部材(23)と、該回転台(22)上に該回転台の回転中心を
挟んで開閉可能に対向配備した一対の爪板(25)(25)とによって構成される。
【００３８】
  昇降台(21)を昇降駆動する上記昇降駆動装置(７)は、図８に示す如く、フレーム(１)に
立設したリニアレール(71)上にスライド可能にスライダー(72)を配備し、該スライダー(7
2)に前記昇降台(21)を固定する。モータ(70)によって回転駆動されるボールネジ(73)に、
前記スライダー(72)に設けたボールネジ嵌合雌ネジ(74)を嵌合している。
【００３９】
　回転台(22)を間欠回転駆動する回転駆動装置(75)は、図１１に示す如く、上記昇降台(2
1)上に搭載したモータ(76)を大小２つの歯車からなる減速手段(78)に連繋し、大歯車(79)
の軸芯に筒軸(77)を一体回転可能に貫通固定し、該筒軸(77)の上端に該筒軸(77)と軸芯を
一致させて円形の回転台(22)を取り付けて構成されている。
　実施例では、回転駆動装置(75)は、回転台(22)を９０°回転づつ間欠回転させる。
【００４０】
  図９、図１１に示す如く、回転台(22)上の芯出し部材(23)は、回転台(22)の軸芯を跨い
で門型に形成され、回転台(22)の軸芯と同芯に人参(101)の下端(ここでは先細下端)が嵌
まる貫通孔(24)が開設されている。
【００４１】
  図９乃至図１１に示す如く、前記一対の爪板(25)(25)は、上記芯出し部材(23)を挟んで
回転台(22)上に対向配備されている。
  爪板(25)(25)はバネ板で形成され、互いに下部が接近する様に傾斜しており、該傾斜下
部(25a)(25a)から上部は互いに接近する方向に傾斜し、傾斜上端を対向する様に内側に水
平に屈曲している。
　爪板(25)(25)の上部は、前記芯出し部材(23)の上端より高位置にあり、互いに接近して
も芯出し部材(23)に干渉しない。
【００４２】
  上記一対の爪板(25)(25)を開閉駆動する爪板開閉装置(84)は、図１０、図１１に示す如
く、前記回転駆動装置(75)の筒軸(77)内にエアーシリンダ(80)を設け、該シリンダ(80)の
ピストンロッド(81)を前記回転台(22)の軸芯をスライド可能に貫通させ、ピストンロッド
(81)の先端にブラケット(82)を固定している。ブラケット(82)上に一対２組である４つの
ローラ(86)を横並びに回転可能に支持し、前記した各爪板(25)(25)の傾斜下部(25a)(25a)
を一対のローラ(86)(86)によって、ローラ(86)が回転可能に挟んでいる。
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  ピストンロッド(81)が上昇すると爪板(25)(25)は閉じ、ピストンロッド(81)が下降する
と爪板(25)(25)間は開く。
【００４３】
  上記ブラケット(82)上に、人参(101)の下端に突き刺し可能な１又は複数の針(83)が上
向きに突設されている。ピストンロッド(81)によってブラケット(82)が上昇したとき、針
(83)の先端は前記芯出し部材(23)の貫通孔(24)から上方に臨出し、芯出し部材(23)に干渉
しない。
  前記エアーシリンダ(80)は、針(83)の上下動装置(８)を兼用している。
【００４４】
［挟み手段(３)］
  図４に示す如く、前記フレーム(１)上にて、上昇端のチャック手段(２)に接近し該チャ
ック手段(２)の上方に、人参(101)のカット部位の下側を把持する挟み手段(３)が配備さ
れる。
【００４５】
　図５に示す如く、挟み手段(３)は、左右一対の開閉可能な挟み爪(31)(31a)から成る。
　挟み爪(31)(31a)は、同一水平面内を平行状態に接近離間可能なアーム(35)(36)の先端
を互いに対向する様に直角に曲げ、その屈曲先端に設けられている。
　挟み爪(31)(31a)は、アーム(35)(36)の屈曲先端にＶ字状凹部(33)を施して形成した主
爪(32)(32)と、各主爪(32)(32)の両側に夫々一対の補助爪(34)(34)、(34a)(34a)を突設し
て形成されている。
  補助爪(34)(34)、(34a)(34a)は、主爪(32)(32)の側方に延びて先端側が内側に屈曲して
おり、補助爪(34)(34)、(34a)(34a)の先端どうしは対向している。
【００４６】
　但し、図６、図７に示す如く、一方のアーム(35)上の補助爪(34)は下面にスペーサ板(3
2a)を介して補助爪(34)(34)を設けており、左右の補助爪(34)(34)、(34a)(34a)は高さの
異なる面内で開閉する。主爪(32)(32)は同一水平面内を開閉する。
  従って、挟み爪(31)(31a)が最大接近したとき、主爪(32)(32)どうしは突き合わさるが
、左右の補助爪(34)(34)、(34a)(34a)どうしが上下に重なるだけで、衝突することはない
。
　従って、人参(101)の太い部位は、挟み爪(31)(31a)の補助爪(34)(34)、(34a)(34a)間で
把持でき、細い部分は主爪(32)(32)間で把持できる。何れの場合でも、前記チャック手段
(２)と挟み手段(３)によって両端側を芯出しして把持されるから、人参(101)は常に起立
状態に保持される。
【００４７】
　尚、補助爪(34)(34)、(34a)(34a)の先端が内側に屈曲しているのは、人参(101)を安定
して把持することと、後記する切断刃(４)が切断方向に移動したとき、正面側の補助爪(3
4)、(34a)に衝突することを避けるためである。
【００４８】
  図５に示す如く、上記挟み爪(31)(31a)を開閉駆動する挟み爪開閉駆動(39)は、前記平
行なアーム(35)(36)から夫々直角にラック(37)(37)を突設し、ラック(37)(37)間に両ラッ
クに噛合するピニオンギア(38)を配備し、一方のアーム(５)にエアーシリンダ(39a)を連
繋して構成される。
　エアーシリンダ(39a)の動作によって、アーム(35)が横スライドし、ラック(37)(37)と
ピニオン(38)により、該アーム(35)のスライド運動が他方のアーム(36)を逆方向にスライ
ドさせる様に伝達されて、挟み爪(31)(31a)は開閉する。
【００４９】
［外径計測手段(５)］
　実施例では、上記挟み爪開閉駆動(39)のエアーシリンダ(39a)はピストン移動ストロー
クをピストンの任意の点を原点として計測できる機能を有しており(商品名：「ものさし
くん」、ＳＭＣ株式会社製)、挟み爪(31)(31a)間に人参(101)の挟んだ際に、その把持部



(10) JP 5320534 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

の外径を計測できる。
  即ち、挟み手段(３)は、人参(101)の外径を計測する外径計測手段(５)を兼ねている。
【００５０】
　フレーム(１)上には、挟み手段(３)の挟み爪(31)(31a)より少し高位置に人参(101)が存
在すか否かを検出する光センサー等の検出器(51)が配備されている。
【００５１】
［カット刃(４)］
  図４に示す如く、上記挟み手段(３)より高位置にカット刃(４)が配備されている。
  カット刃(４)は、前記チャック手段(２)と挟み手段(３)によって芯出しされて起立状態
の人参(101)に対して、挟み手段(３)より上の部位を軸芯に対して斜めにカットする様に
配備されている。実施例では、カット刃(４)として平刃(41)とＴ型刃(42)の両方を配備し
ている。
【００５２】
  図１３に示す如く、平刃(41)は切刃(40)が横向き直線状であり、人参(101)の軸芯を含
む面内を該軸芯に対して略４５°の角度で横切る方向にスライドして人参(101)をカット
する。
  平刃(41)のカット刃駆動装置(43)はエアーシリンダ(44)であって、そのピストンロッド
(45)に取付け部材(46)を介して平刃(41)が切刃(40)を下にして取り付けられている。
【００５３】
  Ｔ型刃(42)は、切刃(40)が横刃(40a)と該横刃(40a)の中央部に上向き突設して縦刃(40b
)とからなり、逆Ｔ字状を呈している。
　Ｔ型刃(42)はそのカット移行路が、前記平刃(41)のカット移行路と交叉する様に、人参
(101)の軸芯に対して傾いて配備される。
　Ｔ型刃(42)のカット刃駆動装置(43a)はエアーシリンダ(44a)であって、そのピストンロ
ッド(45a)に取付け部材(46a)を介してＴ型刃(42)が切刃(40)を下側にして取り付けられて
いる。
【００５４】
  Ｔ型刃(42)のカット刃駆動装置(43a)は、リニアレール(47)上をスライド可能なスライ
ダー(48)に搭載され、Ｔ型刃(42)のカット方向と直交して平刃(41)のカット刃駆動装置(4
3)に接近離間する方向にスライド可能である。スライダー(48)は、ボールネジを用いたス
ライド駆動装置(49)に連繋されている。
【００５５】
［安全カバー(６)］
　図２に示す如く、乱切り機はカバー体(10)で外装され、該カバー体(10)の正面壁上部(1
1)と天井壁(13)によって、上向きに回転して開く蓋体(14)が形成されている。
  蓋体(14)を開くと、前記挟み手段(３)、平刃(41)及びＴ型刃(42)が開放される。
  蓋体(14)の正面壁上部(11)の前記挟み手段(３)との対応位置に人参投入口(12)が縦長に
開設されている。
  上記投入口(12)を開閉可能に安全カバー(６)が配備されている。
【００５６】
　図１２に示す如く、安全カバー(６)は、２２０°程度の円弧状の天板(61)の外周から前
記投入口(12)の高さに対応して円弧状壁板(63)を垂下して形成され、天板(61)の円弧中芯
に突設した軸体(65)をフレーム(１)に回転自由に支持している。
　円弧状壁板(63)には横方向に延びる複数のスリット孔(64)が円弧状壁板(63)の長手方向
に並んで開設されている。
  安全カバー(６)には、反転駆動装置(60)が連繋されている。
　反転駆動装置(60)は、天板(61)の軸体(65)にスプロケット(66)を取り付け、該スプロケ
ット(66)にチェーン(67)をＵ字状に噛合し、チェーン(67)の一端を引張りバネ(69)を介し
て係止し、他端にエアーシリンダ等の往復駆動装置(68)を連繋している。
【００５７】
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　往復駆動装置(68)によって、安全カバー(６)は、図２の破線に示す、第１ポジションと
、実線で示す如く、第１ポジションから１８０°反転した第２ポジションに切替え可能で
ある。
  第１ポジションの安全カバー(６)は、円弧状壁板(63)が投入口(12)から臨出して投入口
(12)を塞ぐ。
　第２ポジションの安全カバー(６)は、円弧状壁板(63)が投入口(12)の奥側に位置して投
入口(12)を開放すると共に、待機位置の平刃(41)とＴ型刃(42)の夫々のカット方向の移行
路を塞ぐ。
【００５８】
［制御部(９)］
  図４に示す如く、乱切り装置には制御部(９)が設けられており、チャック手段(２)の昇
降制御、回転制御、チャック手段(２)の爪板(25)(25)の開閉制御、挟み手段(３)の開閉制
御を行なう。
　又、制御部(９)は、カット毎の外径計測手段(５)からのデータを用いて、後記する第１
、第２の乱切り実施例の如く、カット毎のチャック手段(２)の上昇量、即ち人参(101)の
上昇量を制御する機能を有す。
【００５９】
［人参(101)の計測］
  人参(101)の乱切りに際し、乱切り機を用いて下記の如く、人参(101)の外径と全長を計
測する。
　上昇端のチャック手段(２)によって人参(101)の先細先端を支持せしめる。
  挟み手段(３)の挟み爪(31)(31a)によって、人参(101)のチャック手段(２)より少し上位
置の径小部の外径を計測する。
　次に人参(101)と一緒にチャック手段(２)を下降させる。人参(101)の大径上端が挟み手
段(３)に達したことを検出器(51)が検出した時点でチャック手段(２)の下降を停止し、挟
み爪(31)(31a)にて人参(101)の上端大径部の外径を計測する。
  又、チャック手段(２)の下降量から、人参(101)の全長を計測する。
【００６０】
［乱切りの第１実施例］
  前記人参(101)の上端の外径を計測した時点では、人参(101)の上端は、挟み手段(３)と
略同じ高さに位置しているから、人参(101)の挟み手段(３)から上の部位は、殆んど乱切
り代がない。
  そこで、挟み爪(31)(31a)を開いた状態で人参(101)が挟み手段(３)より上側に乱切り代
ができる様に、チャック手段(２)を少し上昇させる。
　次に挟み爪(31)(31a)で人参(101)の上端を把持して、人参(101)を芯出した状態で、平
刃(41)を前進駆動して人参(101)をカットする。挟み爪(31)(31a)が人参(101)を把持する
と同時に把持部分の外径が計測されて制御部(９)へ送られる。
　制御部(９)は、上記人参(101)の外径計測値を、次に切断する部位の外径として、演算
によって、設定乱切り片の設定重量に対応する様にチャック手段(２)の上昇量を決定する
。
　ここでは、人参(101)の上端径、下端径、全長は、カット毎のチャック手段(２)の上昇
量に反映されていない。
  尚、人参(101)の軸芯を含む形状が略三角形であることを考慮し、前記人参(101)の外径
計測値に係数を乗じたデータに基づいて、チャック手段(２)の上昇量を決定することもで
きる。
　次に平刃(41)を後退させ、挟み爪(31)(31a)を開き、チャック手段(２)によって人参(10
1)を上昇させ、再び挟み爪(31)(31a)で人参(101)を把持すると同時に端部分の外径を計測
して制御部(９)へ送る。
　上記動作を繰り返し、人参(101)を能率的に乱切りできる。
  実施例では、人参(101)の太い部分から乱切りを開始するため、乱切り最終部近傍のチ
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るから、乱切りの歩留まりを高めることができる。
【００６１】
［乱切りの第２実施例］
  乱切りの第１実施例とは、カット毎のチャック手段(２)の上昇量の制御方法が異なる。
　制御部(９)は前記手法によって外径計測手段(５)から得た人参(101)の下端部の外径、
上端部の外径及び人参(101)の長さの各データ及び、カット毎に外径計測手段(５)によっ
て得た人参(101)の次にカットする部位近傍の外径データから、前回のチャック手段(２)
の上昇量に対して設定比率上昇したときの人参(101)の外径を演算により推定し、該推定
した外径をベースに、カット毎のチャック手段(２)の上昇量を制御する機能を有する。
  具体的には、人参(101)の下端部の外径、上端部の内径及び全長から人参(101)の軸芯を
含む断面に近似した三角形を得る。この三角形に基づいて、カット毎に外径計測手段(５)
によって得た人参(101)の次にカットする部位近傍の外径データから、前回のチャック手
段(２)の上昇量に対して設定比率、例えば５０％上昇したときの人参(101)の外径を演算
により推定する。該推定した外径をベースに、カット毎のチャック手段(２)の上昇量を制
御するのである。
【００６２】
　本発明の特徴の１つは、上記第１、第２実施例に示す如く、１回のカット毎に、人参(1
01)のカット部近傍の外径を計測して制御部(９)へ送り、このデータを用いて、次の人参(
101)の上昇量を補正する点にある。
　従って、人参(101)の外形が予定してた三角形から外れていても、カット毎に人参(101)
の上昇量が補正されるから、乱切り片の重量が設定重量と大きく違うことを防止できる。
【００６３】
　人参(101)の太い部分ではＴ型刃(42)を、細い部分では平刃(41)を用いる様に、その境
界も制御部(９)での演算から予め設定できる。
【００６４】
  本発明の乱切れ機は上記実施例の構成に限定されることなく、特許請求の範囲に記載の
範囲で種々の変形が可能である。
　例えば、乱切りの対象物は人参(101)に限らず、大根、牛蒡等の根菜類に実施可能であ
る。
  又、カット刃(４)は平刃(41)とＴ型刃(42)の何れか一方だけを具えていても実施可能な
ことは勿論である。
　更に、被乱切り体(100)の先細側を上にして、チャック手段(２)に支持せしめて、乱切
りを行うことも可能である。
【符号の説明】
【００６５】
２　チャック手段
25　爪板
３　挟み手段
31　挟み爪
４　カット刃
41　平刃
42　Ｔ型刃
５　外径計測手段
６　安全カバー
９　制御部
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